
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年度 

第 805 回 農業委員会総会議事録 
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第 805 回 三島市農業委員会総会議事 

 

1 開催日時 令和 4年 9月 12 日(月)午後 3時～午後 5時 

  

2 開催場所 三島市総合防災センター１階 防災研修室 

  

3 出席委員 農業委員        ：13 名 

 農地利用最適化推進委員 ：11 名 

会  長 1 番  廣瀬 和正 

  農業委員 2 番 髙橋 徹司 3 番 細井 憲子 

  4 番 山田 貴臣 5 番 梶 公彦 

  6 番 佐藤 操 7 番 瀬川 稔 

  9 番 望月 正己 10 番 山田 隆志 

  11 番 山本 一喜 12 番 三浦 正康 

  13 番 神山 衞憲 14 番 市川 保 

農地利用最適化推進委員 15 番 三枝 登志夫 16 番 遠藤 康之 

  17 番 栗原 一雄 18 番 佐藤 廣美 

  19 番 鈴木 和彦 20 番 細井 信 

  21 番 渡邉 毅 22 番 今井 洋平 

  23 番 新井 寿 24 番 伊東 忠彦 

  25 番 久保田 信幸   

4 欠席委員     

農業委員 8 番 髙橋 博幸   

農地利用最適化推進委員 なし    

     

5 議事日程 議案第 1号 農地法第 4条許可について 

  議案第 2号 農地中間管理事業法第 19条の 2について 

  報告第 1号 農地法第 5条届出について 

  報告第 2号 現況証明について 

  報告第 3号 租税特別措置法適格者証明について 

    

6 農業委員会事務局職員 局長 渡辺 博信 

  主査 西山 洋平 

  主査 森田 将之 

  主事 八木 啓志 

    

    

 

 

   



7 会議の概要  

【 事 務 局 長 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会    長】 

 

【 事 務 局 長 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会    長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会    長】 

 

 

 

【望月正己委員】 

 

定刻になりましたので、これより三島市農業委員会定期総会を開

始したいと思います。まず初めに会長よりご挨拶をいただきたいと

思います。 

 

（会長挨拶） 

 

ありがとうございました。 

それでは、総会の開会の宣告に入ります。農業委員会総会会議規

則第六条第 1項により総会の開会は、会長が宣告することとなっ

ております。 

会長、よろしくお願いします。 

 

これより第 805 回三島市農業委員会総会を開催します。 

 

次に委員の出欠の報告に移ります。 

『農業委員会等に関する法律』第 21 条第 3項の規定より、総会が

成立するためには、農業委員の定数の過半数の出席が必要となっ

ております。 

 

本日の出席者は、農業委員が 13 名、欠席委員は 8番高橋博幸委員

です。農地利用最適化推進委員は 11 名全員に出席いただいており

ます。 

 

只今事務局より出欠の報告がありました。本日の出席委員は農

業委員 14名中 13 名の出席であり、定数の過半数に達しているた

め本会議は成立いたしました。 

それでは、まず議事に先立ちまして、本会の議事録署名人に 2番

髙橋徹司委員、3番細井憲子委員を指名いたしますがご異議ござい

ませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、議題に入ります。 

議案第 1号農地法第 4条許可、申請番号 1 番について、望月正

己委員より説明願います。 

 

（議案第 1号農地法第 4条許可、申請番号 1番について説明） 

 



【会   長】 

 

【事  務  局】 

 

 

 

 

 

 

 

【会    長】 

 

 

 

 

 

 

 

【佐藤操委員】 

 

【会    長】 

 

【事  務  局】 

 

 

 

 

 

 

【会    長】 

 

 

 

 

 

 

 

【事  務  局】 

 

説明が終わりましたので、事務局より説明させます。 

 

議案第 1号農地法第 4条許可、申請番号 1番について事務局より

説明します。 

本件は、伊豆箱根鉄道駿豆線・大場駅から 300m 圏内の第 3 種農地を

貸駐車場へ転用するための許可申請です。駐車場の計画台数は 7台

で、近隣住民等が賃貸する予定となっております。舗装はしないた

め、雨水は自然浸透です。 

その他、一般基準を満たすため許可相当と判断しました。 

 

説明が終わりましたので、ご意見・ご質問を求めます。 

 

（異議無しの声） 

 

「異議無し」と認め、本案件を了承といたします。 

続きまして、議案第 1号農地法第 4条許可、申請番号 2番につい

て、佐藤操委員より説明願います。 

 

（議案第 1号農地法第 4条許可、申請番号 2番について説明） 

 

説明が終わりましたので、事務局より説明させます。 

 

議案第 1号農地法第 4条許可、申請番号 2番について事務局より

説明します。 

本件は、東駿河湾環状道路・三島塚原インターチェンジから 300m 圏

内の第 3種農地を貸駐車場にするための許可申請であります。砕石

敷のため雨水は自然浸透です。 

その他、一般基準を満たすため許可相当と判断しました。 

 

説明が終わりましたので、ご意見・ご質問を求めます。 

 

（異議無しの声） 

 

「異議無し」と認め、本案件を了承といたします。 

続きまして、議案 2号、農地中間管理事業による農地利用集積配

分計画の報告について、事務局より説明願います。 

 

（議案第 2号、農地中間管理事業による農地利用集積配分計画の

報告について説明） 



 

【会    長】 

 

 

 

 

 

 

 

【事  務  局】 

 

【会    長】 

 

 

 

 

 

 

【事  務  局】 

 

【会    長】 

 

 

 

 

 

 

 

【事  務  局】 

 

【会    長】 

 

 

 

 

 

 

報告が終わりましたので、ご意見・ご質問を求めます。 

 

（異議無しの声） 

 

「異議無し」と認め、本案件を了承といたします。続きまして、

報告第 1号農地法第 5条届出、申請番号 1番について事務局より

報告します。 

 

（報告第 1号農地法第 5条届出、申請番号 1番について報告） 

 

報告が終わりましたので、ご意見・ご質問を求めます。 

 

（異議無しの声） 

 

「異議無し」と認め、本案件を了承といたします。続きまして、

報告第 2号現況証明について、事務局より報告します。 

 

（報告第 2号現況証明について報告） 

 

報告が終わりましたので、ご意見・ご質問を求めます。 

 

（異議無しの声） 

 

「異議無し」と認め、本案件を了承といたします。続きまして、

報告第 3号租税特別措置法適格者証明について、事務局より報告

します。 

 

（報告第 3号租税特別措置法適格者証明について報告） 

 

報告が終わりましたので、ご意見・ご質問を求めます。 

 

（異議無しの声） 

 

「異議無し」と認め、本案件を了承といたします。 

以上で本日予定されていた議案は全て終了いたしました。これ

にて第 805 回三島市農業委員会総会を閉会いたします。 

 


